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 １．
 

 

平成 25 年に策定され毎年改訂を重ね現在に至る

「インフラシステム輸出戦略（平成 30年度改訂版）」

（平成 30 年６月７日経協インフラ戦略会議決定）

は、我が国の力強い経済成長や我が国企業の多様な

ビジネス展開を目的としており、その分野は、エネ

ルギー、交通、情報通信、生活環境等多岐にわたる。 

その中で防災関係の問題解決に貢献する具体策

としては、「幾多の災害を経験した我が国は、防災の

重要性を世界に訴える責務がある」とし、当該責務

を果たす一施策として「急激な都市化や経済発展に

伴い大規模ビルや石油コンビナート等における火

災や爆発のリスクが増大している新興国に対して、

火災予防制度、消防用設備、消防車両、資機材等を

海外展開」することとしている。 

また、総務省としても平成 30年に、海外展開の更

なる強化を通じ、諸外国の社会課題解決とともに我

が国の経済再生、地域再生に一層貢献するため、海

外展開の取組を包括的に取りまとめた「総務省海外

展開戦略」（「世界に貢献する総務省アクションプラ

ン」）を策定し、この中で、消防分野の戦略として、

日本の消防用機器等の海外展開を位置づけた。 

 

 ２．
 

 

日本で製造・販売される消防用機器等は、消防庁

が策定する規格・基準に基づくとともに、第三者機

関による厳格な検定等の認証を得ることにより、そ

の確実な作動が担保され、ニーズを反映した細かな

設計、長期間の使用が可能といった優れた品質が保

たれている。 

一方、急激な経済成長のなかで都市化が進み、目

覚ましい発展を遂げている東南アジア諸国をはじ

めとする新興国では、消防用機器等の基準、設置に

関係する法律の整備が追いついていない状況が散

見される。そのような中で、一部の国では、欧米規

格の全部又は一部を採用する傾向が見られる。 

新興国の中にも日本の消防用機器等の品質を高

く評価する国や企業もあり、とりわけ欧米諸国に比

べて気候条件が似ている東南アジア諸国において

広く活用されることが期待されるが、近年では、導

入コストの低い中国製や韓国製の消防用機器等の

台頭もあり、高い品質を誇る日本の消防用機器等の

東南アジア諸国における海外展開に不利な状況が

続いている。 

このような状況を踏まえると、経済発展を遂げて

いる東南アジアをはじめとする新興国に対して日

本の消防用機器等を普及させ、新興国の火災予防対

策を推進していくためには、日本の規格に適合する

消防用機器等の競争力を強化することが必要であ

る。 

そのためには、東南アジア諸国の消防・防災関係

者に対して、日本製品の品質・信頼性の高さについ

て理解を促すとともに、日本の規格と認証制度を一

体で導入することにより火災件数や火災による死

者の大幅な削減につながることを理解してもらう

よう働き掛けることで、日本の規格・認証制度の浸

透を図ることが必要である。その結果として、日本

市場向けの消防用機器等をそのまま輸出すること

によりコストを抑制する効果が得られ、更なる普及

への波及効果を得ることができる。 

以下に、これまでの消防庁の取組と今後の展開に

ついて記載する。 

 

９ 
日本の規格に適合する消防用機器等の海外展開 
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３．海外展開への取組  

（１）日本の消防用機器等の品質、規格・認証

制度の発信 

ア 日本の消防用機器等に係る日本の消防制度や

規格の英訳の公開 

「海外で消防用機器等を販売する際に、日本の消

防制度や規格の英訳があると交渉しやすい」という

民間事業者からの要望を踏まえ、消防庁では、消防

法や消防用機器等の認証等、制度に係る事項のほか、

消火器、閉鎖型スプリンクラーヘッド、自動火災報

知設備の感知器及び発信機などの検定対象機械器

具等や動力消防ポンプや消防用ホースなどの自主

表示対象品を含む計 16品目の規格、基準の英訳を、

消防庁のホームページ上で公開している（特集 9-1

図）（http://www.fdma.go.jp/en/index.html）。 

特集 9-1図 消防制度・規格の消防庁 HP掲載について 

 

イ 日本の消防用機器等の紹介リーフレットの作成 

国際会議や消防防災展などのイベント、政府間協

議等の場で配布し、日本の消防用機器等の優位性を

PRできるよう、分野ごとにとりまとめたリーフレッ

トを業界団体等と共同で作成するとともに、機器ご

との特徴を更に詳細に示した資料を作成し、その活

用を図っている（特集 9-2図）。 

例えば、平成 30年５月に開催された「アジア消防

長協会（IFCAA）東京会議」において会議資料として

配付するとともに、「東京国際消防防災展 2018」で

は、出展企業や関係団体の協力を得て、海外からの

来場者を中心に配布した。 
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特集 9-2図 「Japanese Fire Equipment（日本の消防機器）」リーフレット（平成 30年作成） 

 

（２）国内の連携体制・日本企業へのサポート 

ア 「消防用機器等の海外展開の推進に向けた懇談

会」の開催 

平成 28年度から、関係工業会・関係団体等と「消

防用機器等の海外展開の推進に向けた懇談会」（以

下「懇談会」という。）を開催し、意見交換を行って

いる。平成 28年度及び 29年度はそれぞれ５回、平

成 30年度は３回開催し（10月末時点）、海外展開に

係る情報共有、支援策等について議論を行った。 

イ 日本貿易振興機構（JETRO）と連携したセミナー

の開催 

海外展開に関心を持つ国内企業に対して、東南ア

ジア諸国の経済概況や日本企業の海外展開の実例

などの情報を提供するとともに、海外展開に際して

支援を必要としている企業に対して、JETRO が実施

している海外展開支援サービス等の具体的な支援

事業の紹介を行っている。特に平成 30 年５月に開

催された「東京国際消防防災展 2018」に向けて、平

成 30年３月 20日に JETROの協力を得て「消防用機

器等海外展開セミナー」を開催し、消防庁の取組、

ベトナムやマレーシアにおける消防用機器等を巡

る現状報告、ベトナムを中心とした ASEANの一般経

済概況、展示会等を活用したマーケティング戦略、

海外展開支援サービスの実例紹介等を行ったとこ

ろ、100人を超える参加者があった。 

 
海外展開セミナーの様子 

ウ 個別の消防用機器等が日本規格に適合する旨

の英訳の証明書の発出 

日本の消防用機器等を輸出する際に日本規格に

適合する旨の英訳の証明書を要求されるケースが

あるという意見を踏まえ、日本企業の要望に応じて、

個々の消防用機器等の日本規格への適合性につい

て、消防庁又は日本消防検定協会から英訳の証明書

を発出している（特集 9-3図）。 
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特集 9-3図 消防用機器等が日本規格に適合する旨の証明書 

 

（３）国際消防防災フォーラム＊の活用 

消防庁では、諸外国の消防防災能力の向上を目的

に、主にアジア圏内において国際消防防災フォーラ

ムを開催している。直近では、平成 29年度にマレー

シア、平成 30 年度にフィリピンで開催した。本

フォーラムには、開催地の消防・防災関係者が多数

集うことから、消防防災インフラシステムの海外展

開を推進する場としても活用すべく、我が国の消

防・防災機器関連企業が製品 PR のためのプレゼン

テーションや展示を行う場を提供している。また、

開催地の消防・防災関係者や JETRO 等と構築した

ネットワークを生かし現地代理店候補となりえる

企業も招待し、我が国企業のビジネスチャンス拡大

を後押ししている。 

 

＊ 第５章国際協力・国際交流を参照 

（４）個別の国に対する日本の消防用機器等の

品質、規格・認証制度の浸透への取組 

上記の包括的な取組に加え、政府レベルにおいて、

個別の国の消防・防災関係者に対し、日本の消防用

機器等の品質、規格・認証制度を紹介し、日本規格

の浸透に向けて取り組み始めている。 

特に、日本の消防用機器等に関する規格・認証制

度に高い関心を示しているベトナムとは、平成 30年

10月８日に「日本国総務省とベトナム社会主義共和

国公安省との消防分野における協力覚書」を締結し、

ベトナム国内において、日本規格に適合する消防用

機器等の販売・設置等が認められるよう交渉を進め、

日本企業が参入しやすい環境を整備することとし

ている。今後も引き続き、東南アジア諸国を中心に

働き掛けていくことで、日本の規格に適合する消防

用機器等の海外展開を推進していくこととしてい

る。 


